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税制適格ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ 
 
 

 当社は、本日付の取締役会決議（書面決議）において、会社法第 236条、第 238条及び第 239条の

規定に基づき、以下の要領により、当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストックオプショ

ンとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、

2026年５月 28日開催予定の当社第 27回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）に付議する

ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．特に有利な条件により新株予約権の募集を行う理由 

 当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起すると

ともに、優秀な人材の確保及び定着を図り、中長期的な企業価値の向上に資することを目的とするも

のであります。 

 

２．新株予約権の割当対象者 

 当社及び当社子会社の従業員 

 

３．本総会において決定する事項に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限

及び金銭の払込みの要否 

（１）新株予約権の数の上限   

 下記４．に定める内容の新株予約権 3,000個を上限とする。   

 なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式300,000

株を上限とし、下記４．（１）により付与株式数（以下に定義される。）が調整された場合は、調整

後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。 

 

（２）金銭の払込みの要否   

 新株予約権については、金銭の払込みを要しないものとする。 

 

４．新株予約権の内容 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数   

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以

下「付与株式数」という。）は 100株とする。 

 ただし、本総会終結後、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）



または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未

満の端数は、これを切り捨てる。 

 調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

 また、上記のほか、本総会終結後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整するこ

とができる。 

 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額   

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交

付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗

じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権の割当日（以下「割当日」という。）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値に 1.1を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる）とする。 

 

（３）新株予約権の行使期間   

 新株予約権の割当決議日の翌日から２年を経過した日より 10年間以内の範囲で、当社取締役会にて

定めるものとする。 

 

（４）新株予約権の行使条件   

 新株予約権者は、当社における勤務開始日から起算して１年が経過した日以降に、新株予約権総数

のうち 40％について権利が確定するものとし、残余の 60％については、当社の属する事業年度におけ

る連結損益計算書上の営業利益が黒字となった場合に権利が確定するものとする。 

 なお、上記により権利が確定した新株予約権については、上記（３）に定める行使期間内において

行使することができる。 

 

（５）その他の条件   

 その他の新株予約権の内容については、本総会の決議に基づき、当社取締役会において定めるもの

とする。 

 

 

以 上 


